
令和８年度 喜多方市会計年度任用職員募集要項 

 

１ 募集内容 

⑴ 募集期間 令和８年２月４日（水）～２月17日（火） 

⑵  職   名 会計年度任用職員 

⑶  募集職種 別紙 令和８年４月１日任用 喜多方市会計年度任用職員募集職種一覧のとおり（以下、

「募集職種一覧」という。）※応募状況に応じて早めに締め切ることがあります。 

 

２ 応募資格 

 ⑴ 年齢制限はありません。 

 ⑵ 地方公務員法第16条に規定される下記のいずれにも該当しない方 

  ア 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

  イ 喜多方市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

  ウ 日本国憲法施行の日〔昭和 22 年５月３日〕以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

３ 勤務条件等 

⑴ 任用期間  

   令和８年４月１日～令和９年３月31日の期間内 

   ※ 翌年度も職が設定され、勤務成績が良好な場合、２回を限度として再度の任用を行うことがあり

ます。 

 ⑵ 勤務日、勤務時間及び勤務地等 

   ハローワーク発行の求人票をご確認ください。 

 ⑶ 給与（報酬）等 

  ア 給与（報酬） 職種、年齢により決定します。 

  イ 諸手当 市の規定により、通勤手当、期末手当及び勤勉手当が支給されます。 

 ⑷ 休暇 

   年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、忌引休暇等）等が付与されます。 

 ⑸ 社会保険等 

   健康保険（福島県市町村職員共済組合短期給付）、厚生年金、雇用保険に加入します。 

※ 勤務日数、勤務時間等の条件があります。 

※ フルタイム会計年度任用職員で一会計年度を任用終了したのち、同勤務条件で再度任用された

場合は、年金部分も福島県市町村職員共済組合に加入となります。また、退職手当支給対象とな

る場合は、雇用保険は非加入となります。 

 ⑹ 災害補償 

   所属課により非常勤職員公務災害補償、労働者災害補償保険のいずれかが適用されます。 

 ⑺ 服務に関する規定 

   地方公務員法上の服務に関する各規定が適用となり、違反した場合は「懲戒処分」の対象となります。 

    地方公務員法第31条から第38条（服務） 

    〇 服務の宣誓 



    〇 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

    〇 信用失墜行為の禁止 

    〇 秘密を守る義務 

    〇 職務に専念する義務 

    〇 政治的行為の制限 

    〇 争議行為等の禁止 

    〇 営利企業への従事等の制限（パートタイム会計年度任用職員除く） 

 

４ 申し込み方法 

   別紙 募集職種一覧の職種についてハローワークの求人票をご確認いただき、下記の書類を募集して

いるそれぞれの所属課に持参又は郵送（募集期限２月17日必着）してください。 

 ⑴ 応募提出書類 

現在、喜多方市役所の部署に勤務している方 左記以外の方（新規の方） 

〇履歴書 

〇その他必要書類（資格証明書等） 

〇履歴書 

〇紹介状（ハローワークで発行）（※） 

〇その他必要書類（資格証明書等） 

    ※ 喜多方市役所の商工観光課内「雇用相談センター」（TEL 0241-24-5233）においても、紹介状

の発行を行っております。 

 ⑵ 市役所本庁、各総合支所及び中央公民館の所在地 

喜多方市役所本庁 〒965-8601 喜多方市字御清水東7244 番地 2 

熱塩加納総合支所 〒966-0192 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000 番地 

塩川総合支所   〒969-3592 喜多方市塩川町字東岡320番地１ 

山都総合支所   〒969-4135 喜多方市山都町字広中新田1167 番地 

高郷総合支所   〒969-4311 喜多方市高郷町西羽賀字十二林2820 番地 

中央公民館    〒966-0094 喜多方市字押切二丁目1番地 

 

５ 選考について 

  書類審査、面接にて選考します。 

  面接の日時等については、応募書類を提出された所属課よりご連絡いたします。 

 

６ 問い合わせ先 

  募集に関するお問い合わせについては、「応募書類提出先」の各所属課に連絡してください。 

 

７ その他 

  令和８年度の予算の成立を前提として募集しますので、成立した予算の内容によって任用内容が変と

なる場合があります。 

    


